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秋
田
県
職
員
服
務
規
程
及
び
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
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１

秋
田
県
訓
令
第
十
六
号

庁
　
中
　
一
　
般

各

地

方

機

関

秋
田
県
職
員
服
務
規
程
及
び
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
七
年
七
月
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

秋
田
県
職
員
服
務
規
程
及
び
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

（
秋
田
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
改
正
）

第
一
条

秋
田
県
職
員
服
務
規
程
（
昭
和
四
十
二
年
秋
田
県
訓
令
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
九
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
電
子
情
報
処
理
組
織
（
職
員
の
服
務
の
管
理
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る
た
め
の

も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
を
使
用
し
て
当
該
事
務
を
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
職
員
に
あ

つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
十
一
条
中
「
は
、
あ
ら
か
じ
め
」
の
下
に
「
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
知
事
が
指
定

す
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
所
要
の
事
項
を
記
録
す
る
方
法
（
以
下
「
電
子
情

報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
、
又
は
」
を
加
え
、
「
知
事
に
提
出
し
て

そ
の
」
を
「
提
出
し
て
知
事
に
」
に
、
「
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
」
を
「
申
請
し
な
け
れ
ば
」

に
、
「
承
認
を
受
け
る
」
を
「
申
請
す
る
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
中
「
は
、
あ
ら
か
じ
め
」
の
下
に
「
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ

り
、
又
は
」
を
加
え
、
「
）
に
よ
り
」
を
「
）
を
提
出
し
て
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
同
条

例
」
を
「
勤
務
時
間
条
例
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
の
二
中
「
つ
い
て
、
」
の
下
に
「
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
作
成
し
、
か

つ
、
所
要
の
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に

よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る

情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
、
又
は
様
式
第
八
号
の
二
に

よ
り
」
を
加
え
、
「
（
様
式
第
八
号
の
二
）
」
を
削
る
。

第
十
六
条
第
一
項
中
「
あ
ら
か
じ
め
」
の
下
に
「
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ

り
、
又
は
」
を
加
え
、
「
知
事
に
提
出
し
て
、
そ
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
」
を
「
提
出
し
て
知

事
に
申
請
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
「
速
や

か
に
」
の
下
に
「
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
又
は
」
を
加
え
、
「
知
事
に

提
出
し
な
け
れ
ば
」
を
「
提
出
し
て
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項

と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

所
属
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
を
し
た
職
員
が
当
該

申
請
に
係
る
営
利
企
業
等
に
従
事
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
意
見
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用

し
て
電
磁
的
記
録
に
記
録
し
、
又
は
同
項
の
申
請
書
に
記
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
七
条
第
一
項
中
「
あ
ら
か
じ
め
」
の
下
に
「
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ

り
、
又
は
」
を
加
え
、
「
知
事
に
提
出
し
て
」
を
「
提
出
し
て
知
事
に
申
請
し
」
に
改
め
、
同
条

第
二
項
中
「
前
条
第
二
項
」
を
「
前
条
第
三
項
」
に
、
「
前
項
の
」
を
「
第
一
項
の
承
認
を
受
け

た
職
員
が
当
該
承
認
に
係
る
」
に
改
め
、
「
場
合
に
」
の
下
に
「
つ
い
て
」
を
加
え
、
同
項
を
同

条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

所
属
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
を
し
た
職
員
が
当
該

申
請
に
係
る
団
体
等
の
役
職
員
の
地
位
に
就
く
こ
と
に
つ
い
て
の
意
見
を
電
子
情
報
処
理
組
織

を
使
用
し
て
電
磁
的
記
録
に
記
録
し
、
又
は
同
項
の
申
請
書
に
記
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
三
条
中
「
出
勤
簿
」
の
下
に
「
（
そ
の
作
成
に
代
え
て
電
磁
的
記
録
の
作
成
が
さ
れ
て

い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。

（
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
）

第
二
条

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
四
年
秋
田
県
訓
令
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
ま
で
に
、
」
の
下
に
「
電
子
情
報
処
理
組
織
（
職
員
の
服
務
の
管
理
に
関

す
る
事
務
を
処
理
す
る
た
め
の
も
の
に
限
る
。
）
を
使
用
し
て
知
事
が
指
定
す
る
電
子
計
算
機
に

備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
所
要
の
事
項
を
記
録
す
る
方
法
（
以
下
「
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
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す
る
方
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
、
又
は
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
の
育
児
休
業
承
認

請
求
書
と
と
も
に
」
を
「
当
該
請
求
の
際
に
」
に
改
め
、
「
）
を
」
の
下
に
「
所
属
長
を
経
て
知

事
に
」
を
加
え
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
所
属
長
を
経
て
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
届
出
は
、
」
を
「
規
定
に

よ
る
届
出
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
又
は
」
に
、
「
に
よ
り
」
を

「
を
所
属
長
を
経
て
知
事
に
提
出
し
て
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
の
」
の
下
に
「
規

定
に
よ
る
」
を
加
え
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
。
以
下
「
人
事
事
務
取
扱
規
程
」
と
い
う
。
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中

「
育
児
休
業
承
認
請
求
書
又
は
養
育
状
況
変
更
届
の
提
出
」
を
「
第
二
条
第
一
項
（
第
三
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
請
求
又
は
前
条
第
一
項
（
第
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
」
に
、
「
人
事
事
務
取
扱
規
程
」
を
「
秋
田
県
人
事
事

務
取
扱
規
程
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
当
該
請
求
又
は
届
出
が
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
た

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
六
条
中
「
人
事
事
務
取
扱
規
程
」
を
「
秋
田
県
人
事
事
務
取
扱
規
程
」
に
改
め
る
。

第
八
条
中
「
ま
で
に
、
」
の
下
に
「
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
又
は
」

を
加
え
る
。

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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